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教 育 次 長 宮本 寿正 

教 育 総 務 部 長 香取 徹哉 

学 校 教 育 部 長 鶴岡 克彦 

生 涯 学 習 部 長 佐々木敏春 

学校教育部参事（教育改革推進課長事務取扱） 伊藤  淳 

中央図書館長（管理課長事務取扱） 中島 千恵 

総 務 課 長 山田 利雄 

企 画 課 長 望月 宏次 

教 育 職 員 課 長 吉田 悦子 

教 育 給 与 課 長 松永 信隆 

学 校 施 設 課 長 堀  明徳 

学 事 課 長 栗和田 耕 

教 育 指 導 課 長 樋口 雅也 

教 育 支 援 課 長 小田 將史 

保 健 体 育 課 長 酒井 隆夫 

教育センター所長 川名 正雄 

養護教育センター所長 久保木 修 

生涯学習振興課長 内海  豊 

文 化 財 課 長 佐久間仁央 

中央図書館情報資料課長 山崎 克彦 

生涯学習部文化財課新博物館整備室長 蚊谷 友浩 

学校施設課学校環境改善担当課長 石川 幸夫 

保健体育課学校給食担当課長 渡邊  実 

生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長 上田 昌弘 

総務課総務班主査 猪飼 恭平 

総 務 課 主 任 主 事 三ヶ尻愛子 

 

総 務 課 主 任 主 事 佐野 翔一 

 



 

１ 開会 

磯野教育長より開会を宣言 

２ 会議の成立 

過半数の委員の出席により会議成立 

３ 会議録署名委員の氏名 

磯野教育長より高津委員を指名 

４ 会期の決定 

令和５年２月２日（１日間）とすることで全委員異議なく決定 

５ 会議録の承認 

令和４年第１１回定例会会議録を全委員異議なく承認 

６ 議事日程の決定 

議事日程を全委員異議なく決定 

７ 非公開審議の決定 

議案第５号から議案第９号までを非公開審議とする旨決定 

８ 議事の概要 

(1) 報告事項 

報告事項 (1) 日本語指導通級教室真砂教室のサテライト教室開設について 

樋口教育指導課長より報告があった。 

報告事項 (2) 令和５年度千葉市立高等特別支援学校の入学者選考について 

小田教育支援課長より報告があった。 

(2) 議決事項 

議案第２号 千葉市立高等学校管理規則の一部改正について 

 伊藤教育改革推進課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案ど

おり可決した。 

議案第３号 千葉市立中等教育学校管理規則の一部改正について 

伊藤教育改革推進課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案ど

おり可決した。 

議案第４号 令和５年度千葉市立養護学校高等部及び高等特別支援学校入学

者選考の日程について 

小田教育支援課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり

可決した。 

議案第５号 令和４年度補正予算について 

山田総務課長、望月企画課長、堀学校施設課長、上田生涯学習振興課担当課

長、内海生涯学習振興課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案



 

どおり可決した。 

議案第６号 令和５年度当初予算について 

山田総務課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決

した。 

議案第７号 千葉市児童生徒性暴力等防止対策検討委員会設置条例の制定に

ついて 

吉田教育職員課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり

可決した。 

議案第８号 千葉市公民館設置管理条例の一部改正について 

内海生涯学習振興課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案ど

おり可決した。 

議案第９号 千葉市立博物館設置条例の一部改正について 

佐久間文化財課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり

可決した。 

 

(3) 発言の要旨 

報告事項(1) 日本語指導通級教室真砂教室のサテライト教室開設について 

磯野教育長 報告事項（１）「日本語指導通級教室真砂教室のサテライト教

室開設について」、教育指導課長、説明をお願いします。 

樋口教育指導課長 議案書１ページをお開きください。 

       報告事項（１）の「日本語指導通級教室真砂教室のサテライト

教室開設について」、ご報告します。 

       「１ 設置の目的」ですが、日本語指導通級教室での学習のニ

ーズがあっても、通級距離を理由に希望しないケースが多い花見

川区の生徒を中心に支援するため、花見川区内にサテライト教室

を開設します。 

       「２ 設置場所」については、千葉市立花園中学校内ほっとル

ーム（カウンセリングリーム）に開設をします。 

       「３ 運営方法」については、（１）真砂教室の講師３人がサ

テライト教室を運営します。（２）週１～２日、決まった曜日に

サテライト教室を開室します。通級生徒が６人以内の場合には、

１日の開室とします。現時点では、希望者が６人以内のため、週

１日を予定しています。（３）サテライト教室にはキャビネット

を設置し、教材や個人の荷物を管理します。個人情報等の文書は

真砂教室にて管理します。（４）サテライト教室の開室日は、真

砂教室を閉室日とします。 



 

       「４ 生徒の状況」ですが、花見川区では、現在３人の生徒が

サテライト教室への通級を希望していることが確認できており

ます。また、小学校６年生に関しても、現段階で日本語指導通級

教室への通級を希望している生徒が３人おります。新年度に向け

て、改めて希望者の募集をして参ります。 

       「５ 開設までのスケジュール」ですが、２月下旬に各学校に

周知し、４月中旬に指導が開始できるよう準備を進めて参ります。 

       以上です。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

竹 田 委 員 「４ 生徒の状況」で教えていただきたいです。参考で小学校

５年生、６年生の希望があるのですが、指導の対象者は中学生だ

けに限っているのですか。 

樋口教育指導課長 日本語指導通級教室は、中学生が対象となっております。日本

語指導通級教室は、日本での生活に必要な生活言語を既に身に

つけており、さらに学習の理解を深めるために必要な学習言語

の習得のために必要な生徒を対象としております。 

竹 田 委 員 もう少し上のレベルのことを行うのですか。 

樋口教育指導課長 そうです。中学校が特に学習内容が高度になることから、中学

校を対象に開設しております。 

竹 田 委 員 ありがとうございます。 

大 山 委 員 今回、花見川区にサテライト教室を置くということですが、ほ

かの区にサテライト教室はないのですか。 

樋口教育指導課長 サテライト教室はありませんが、若葉区内、千城台東小学校に

通級教室を開設しております。 

 

報告事項 (2) 令和５年度千葉市立高等特別支援学校の入学者選考について 

磯野教育長 報告事項（２）「令和５年度千葉市立高等特別支援学校の入学

者選考について」、教育支援課長、説明をお願いします。 

小田教育支援課長 報告事項（２）「令和５年度千葉市立高等特別支援学校の入学

選考について」、ご報告します。 

       議案書の３ページをご覧ください。 

       まず、「１ 志願状況」については、募集定員３２人に対して

志願者数４４人、倍率は１．３７５倍でした。男女別志願者数に

ついては、資料をご覧ください。 

       「２ 検査」については、県立の高等特別支援学校の入学者選

考検査と同一日程で実施し、令和５年１月１１日及び１２日、無



 

事に入学者選考検査を実施したところです。 

       その結果、「３ 選考結果の発表」にあるとおり、入学許可候

補者として男子２５人、女子７人、計３２人発表しました。 

       なお、入学許可候補者数については、千葉市教育委員会教育支

援課のホームページに掲載しております。 

       報告は以上となります。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

 

議案第２号 千葉市立高等学校管理規則の一部改正について 

磯野教育長 次に、議決事項に係る審議に移ります。 

       議案第２号「千葉市立高等学校管理規則の一部改正について」、

教育改革推進課長、説明をお願いします。 

伊藤教育改革推進課長 議案第２号「千葉市立高等学校管理規則の一部改正について」、

ご説明します。 

       議案書５ページ、参考資料１、２ページをお開きください。 

       ４学級募集の中等教育学校への移行に伴い、千葉市立稲毛高

等学校の生徒定員に係る規定の一部改正を行います。 

       千葉市立稲毛高等学校の生徒定員は、「千葉市立稲毛国際中等

教育学校移行基本計画」に基づき、令和４年度から９年度までに

かけて、年次進行で減じていきます。 

       千葉市立高等学校管理規則の稲毛高等学校普通科の生徒定員

を令和５年度の第２学年において２学級分、８０人を減じ、２０

０人とする改正を、そして、令和６年度の第３学年において２学

級分、８０人を減じ、１２０人とする改正を行うものです。 

       令和５年６月の定例会を目途に、令和６年度の市立高校の入

学者募集について議案を上げることを考えており、その際には、

令和６年４月１日時点の生徒数に基づいたものとすることが望

ましいと考え、今回の改正で同時に行うこととしました。 

       施行期日は、令和５年度の定員は令和５年４月１日、令和６年

度の定員は令和６年４月１日とします。 

       以上です。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

       ご質問ないようですので、議案第２号「千葉市立高等学校管理

規則の一部改正について」を原案どおり可決したいと考えますが、

いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 



 

磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決とします。 

 

議案第３号 千葉市立中等教育学校管理規則の一部改正について 

磯野教育長 議案第３号「千葉市立中等教育学校管理規則の一部改正につい

て」、教育改革推進課長、説明をお願いします。 

伊藤教育改革推進課長 議案第３号「千葉市立中等教育学校管理規則の一部改正につ

いて」、ご説明します。 

       議案書の７ページ、参考資料３、４ページをお開きください。 

       中等教育学校入学者選抜志願に際し、性別の記入を不要にし

たことに伴い、千葉市立中等教育学校の入学許可状況報告書の様

式の一部改正を行います。 

       千葉市立稲毛国際中等教育学校の入学願書は、千葉市立稲毛

高等学校附属中学校入学願書とは異なり、性別の記載欄を設けま

せんでした。これは、千葉市立稲毛国際中等教育学校が男女別の

募集枠を設けていないことに基づきます。志願の時点では志願者

の性別が不明なことから、入学志願者は総数のみを報告すること

としております。 

       令和３年３月に本規則が制定された後、入学願書の様式が決

定したことから、令和４年度入学許可状況報告書においては、入

学志願者数の男女の欄に斜線を引き、計のみを記入することとし

ました。 

       施行日は、令和５年４月１日とします。 

       以上です。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

       ご質問ないようですので、議案第３号「千葉市立中等教育学校

管理規則の一部改正について」を原案どおり可決したいと考えま

すが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決とします。 

 

議案第４号 令和６年度千葉市立養護学校高等部及び高等特別支援学校入学

者選考の日程について 

磯野教育長 議案第４号「令和６年度千葉市立養護学校高等部及び高等特別

支援学校入学者選考の日程について」、教育支援課長、説明をお

願いします。 

小田教育支援課長 議案第４号「令和６年度千葉市立養護学校高等部及び高等特



 

別支援学校入学者選考の日程について」、千葉市教育委員会組織

規則第８条第９号の規定により、議決を求めるものです。 

       議案書の１０ページをお開きください。 

       次年度も、今年度に引き続き、養護学校高等部及び高等特別支

援学校の入学者選考については、県と同一歩調で進めていきたい

と考えております。 

       養護学校高等部普通科の入学者選考日は、令和６年２月２０

日、２１日のうち校長が定める日としております。また、高等特

別支援学校の入学者選考日は、令和６年１月１１日、１２日とし

ております。追選考日は、１月１９日を予定しております。この

日程に合わせ、願書等の提出期間、入学許可候補者の発表及び通

知の日程を定めております。 

       なお、入学者選考要項については、改めて７月の教育委員会会

議にてご協議いただきたいと考えております。 

       以上です。 

磯野教育長 審議に移りますが、ご質問等を含め、何かありますか。 

高 津 委 員 市立高等特別支援学校普通科の「（職業コース）」というのは、

普通科の中に職業コースがあるということでしょうか。 

小田教育支援課長 普通科イコール職業コース、その後、就労を中心とした学習支

援をすると考えていただければと思います。 

       以上です。 

高 津 委 員 分かりました。ありがとうございました。 

磯野教育長 ほかにご質問ないようですので、議案第４号「令和６年度千葉

市立養護学校高等部及び高等特別支援学校入学者選考の日程に

ついて」を原案どおり可決したいと考えますが、いかがでしょう

か。 

（「異議なし」という声あり） 

磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決とします。 

 

磯野教育長 以上で、公開審議案件に係る審議は終了しました。委員の皆様、

ここまででその他として、ご意見、ご質問等何かありますか。 

（「なし」という声あり） 

磯野教育長 次に、議案第５号から第９号までに係る審議に移りますが、

以降の審議については、非公開となります。また、あらかじめ

指定した職員は入室をお願いします。 

（指定した職員、入室） 



 

 

議案第５号 令和４年度補正予算について（２月補正） 

磯野教育長 改めて審議を再開します。 

       議案第５号「令和４年度補正予算について」、初めに総務課長、

説明をお願いします。 

山田総務課長 議案第５号「令和４年度補正予算について」、千葉市教育委員

会組織規則第８条第６号の規定に基づき、議決を求めるものです。 

       議案書（２）の２ページをお願いします。 

       学校における感染症対策です。 

       初めに、「１ 補正理由」ですが、新型コロナウイルス感染者

等の発生時における感染拡大抑制の措置及び教室内の効果的な

換気対策に必要な物品を購入するものです。 

       なお、当該予算は、国が令和５年度当初予算には計上せず、令

和４年度の補正予算に前倒しして計上したことから、今年度の

補正予算として計上し、全額繰越明許費の設定を行うものです。 

       「２ 補正予算額」は、３，８６７万６，０００円で、財源は

全額国費、内訳は記載のとおりです。 

       「３ 補正予算の内容」ですが、購入物品は、感染者等が発生

した学校において、感染拡大抑制に必要となる保健衛生用品及

び教室内の効果的な換気を実施するため、教室内の二酸化炭素

濃度を測定するＣＯ２モニターです。ＣＯ２モニターは、各学級

に１台購入します。 

       所要額及び対象は、記載のとおりです。 

       説明は以上です。 

磯野教育長 次に、企画課長、説明をお願いします。 

望月企画課長 続いて、議案書（２）の３ページをご覧ください。 

       教育みらい夢基金積立金についてご説明します。 

       「１ 補正理由」については、令和４年度の千葉市教育みらい

夢基金への寄附金を基金に積み立てるものです。 

       「２ 補正予算額」は２，０００万円で、財源は全額寄附金で

す。 

       「３ 補正予算の内容」ですが、表に記載のとおり、寄附金と

して令和４年１１月末までに寄附していただいた４４３件の寄

附金の８２９万２，０００円と、今後の見込みの１，１７０万８，

０００円を計上しております。 

       令和４年度の主な充当事業は記載のとおりです。 



 

       説明は以上です。 

磯野教育長 次に、学校施設課長、説明をお願いします。 

堀学校施設課長 議案書（２）の４ページをお願いします。 

       学校施設の環境整備及び各種改修についてです。 

       まず、学校施設の環境整備です。 

「１ 補正予算の理由」ですが、国庫補助金の追加交付決定に

伴い、学校施設の環境整備に係る経費を計上するとともに、事業

完了予定が来年度になることから、併せて繰越明許費を追加する

ものです。 

       「２ 補正予算額」ですが、１億円です。 

       「３ 補正予算の内容」ですが、給食室に冷暖房設備を整備す

るもので、対象校としては、記載の小学校８校です。 

       次に、各種改修についてです。 

「１ 補正予算の理由」ですが、老朽化した建物設備の機能回

復を図るための各種改修事業について、本年度中の完了を予定し

ていた事業が、コロナ禍により資材の不足があったことから、年

度内に工事を完了することができなくなったため、繰越明許費を

追加するものです。 

       「２ 補正予算の内容」ですが、工事としては、受変電設備工

事、金額は１，０８０万１，０００円、対象校は花園小学校です。 

       以上です。 

磯野教育長 次に、生涯学習振興課担当課長、説明をお願いします。 

上田生涯学習振興課担当課長 議案書（２）の５ページをお願いします。 

       アフタースクールにおける新型コロナウイルス感染拡大防止

のための物品の購入などに係る所要の経費を補助するものです。 

       なお、当該予算は、国が令和４年度第２次補正予算に計上した

ことから、今年度の補正予算として計上し、全額繰越明許費設定

をします。 

       「２ 補正予算額」は３，７４０万円で、財源は記載のとおり

国費と県費です。３分の１の市負担分には、地方創生臨時交付金

を充当します。 

       「３ 補正予算の内容」ですが、対象はアフタースクール、次

の４月で３４か所です。支援の単位ですと、８３単位となります。

この支援の単位とは、放課後児童クラブにおける集団の規模を表

すもので、おおむね４０人で１単位を構成することとなっており

ます。 



 

       「（２）内容」ですが、①の新型コロナウイルスの感染者や濃

厚接触者が発生した場合のかかり増し経費、物品購入費について

は、支援の単位当たりの補助額が４０万円、②の感染症対策のた

めの簡易な改修については、１か所当たりの補助額が３０万円と

なっております。 

       なお、簡易な改修については、手洗い場への非接触型水栓の設

置を想定しております。 

       「（３）所要額」、対象事業①については３，３２０万円、対

象事業②が４２０万円、合計で３，７４０万円です。 

       裏面の６ページは、参考として、各アフタースクールの支援の

単位数及び所要額を掲載しております。 

       以上です。 

磯野教育長 次に、生涯学習振興課長、説明をお願いします。 

内海生涯学習振興課長 議案書（２）の７ページをお願いします。 

       指定管理施設における光熱費高騰対応についてです。 

       「１ 補正理由」ですが、指定管理施設の安定した施設運営の

ため、指定管理者に光熱費高騰に対する支援を実施するものです。 

       「２ 補正予算額」は５，０９８万６，０００円で、財源は全

額が国費、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で

す。 

       「３ 補正の概要」ですが、「（１）支援対象施設」に対し、

光熱費高騰による令和４年度施設管理運営経費の不足分として、

生涯学習センターに２，３７７万７，０００円、公民館に１，８

２０万９，０００円、科学館に９００万円の合計５，０９８万６，

０００円を各指定管理者へ支援するものです。 

       次に、「（２）支援内容」ですが、①管理運営業務における光

熱費計画額と支出額の差額、または、②管理運営業務収支におけ

る収支不足額のいずれか少ない額に相当する額を支援します。 

       最後に、「４ 今後の予定」ですが、令和５年３月に支援金の

申請を受け付け、各指定管理者へ支援を行います。 

       説明は以上です。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

竹 田 委 員 ２ページについて教えてください。ＣＯ２モニターですが、１

年半ぐらい前に買ったときは単価が１万５，０００円とか２万

円位しており、「随分安くなった」という印象です。実際に換気

の効果を見るために非常に必要な器材だと思います。たしか１



 

年半ぐらい前に経産省から選定のガイドラインというものが出

たと思うのですが、この７，８１０円の機械は、そのガイドライ

ンに則った機械かどうか、教えていただきたいです。 

酒井保健体育課長 先日、国の分科会で、「学校においても環境衛生基準として、

二酸化炭素濃度を１，０００ｐｐｍ以下にするのが望ましい」と

いうような発表がありました。その後、本市においても、ＣＯ２

モニターの導入を検討しており、いくつかの業者に在庫や見積

り等を取り、金額としては、記載をしている額で購入ができるの

ではないかと考えております。 

竹 田 委 員 たしかガイドラインでは、「光学式にしなさい」、「補正でき

るような機能がついたものにしなさい」などの文言があったと

思うのですが、そのガイドラインに則った機種ということで考

えていいのですか。 

酒井保健体育課長 購入に当たっては、今回、国から示されている仕様に基づいて、

業者の方に確認しているところです。 

竹 田 委 員 ありがとうございます。 

磯野教育長 ほかにご質問ないようですので、議案第５号「令和４年度補正

予算について」を原案どおり可決したいと考えますが、いかがで

しょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決とします。 

 

議案第６号 令和５年度当初予算について 

磯野教育長 議案第６号「令和５年度当初予算について」、総務課長、説明

をお願いします。 

山田総務課長 議案第６号「令和５年度当初予算について」、市長に意見を申

し出るため、千葉市教育委員会組織規則第８条第６号の規定に基

づき、議決を求めるものです。 

       議案書の１０ページをお願いします。 

       初めに、令和５年度当初予算（教育委員会所管分）の概要です。 

       一般会計教育費の当初予算額は６９０億８，９００万円とな

っております。 

       令和５年度の一般会計の総額４，８３０億円に対して、教育費

は６９０億８，９００万円で、一般会計における教育費の構成比

は１４．３％となっております。 

       また、前年度と比較すると、教育費の増減は２２億７，２００



 

万円、３．２％の減となっております。主な要因としては、国庫

補助金の決定に伴い、学校施設の環境整備に係る経費が令和４

年度予算への前倒しにより減額となることなどです。 

       それでは、予算案の主要事業について、新規・拡充事業を中心

にご説明します。 

       １１ページをお願いします。 

       初めに、教育総務部です。 

       まず、公立夜間中学の設置４，６００万円ですが、様々な事情

により十分な教育を受けられなかった方の学び直しを支援する

ため、令和５年４月に真砂中学校の分校として公立夜間中学を

設置するものです。 

       次に、児童生徒性暴力等防止対策検討委員会の設置等２０万

円ですが、学校における教職員による性暴力などを根絶するた

め、実効性のある対策について調査審議などを行う児童生徒性

暴力等防止対策検討委員会などを設置するものです。 

       次に、専科指導のための非常勤講師の配置３億１，３００万円

ですが、専門性の高い指導を実施するとともに、学級担任が児童

と向き合う時間を確保するため、計画的に図工・家庭・体育の専

科非常勤講師を導入するとともに、新たに外国語を加えるもの

です。 

       １２ページをお願いします。 

       学校防犯対策１，３００万円ですが、学校施設への不法侵入を

抑止するため、防犯カメラシステムを新たに１０校に設置し、安

全で安心な学校づくりを推進するものです。 

       次に、給食室・体育館等空調設備整備５，７００万円ですが、

給食従事職員の熱中症対策として、小学校の給食室に冷暖房設

備を整備し、適正な作業環境を整えるため、実施設計を行うもの

です。 

       また、教育環境の整備や防災機能の強化のため、体育館空調設

備整備に係る調査のほか、既存空調設備の更新を行います。 

       １３ページをお願いします。 

       学校教育部です。 

       まず、稲毛国際中等教育学校英語教育支援８００万円ですが、

稲毛国際中等教育学校の英語教育強化のため、オンライン英会

話導入とネイティブ英語講師の１人追加雇用による支援を行う

ものです。 



 

       次に、不登校対策３億９，７００万円ですが、教室に入れず別

室に登校する児童生徒へ継続的な学習支援等を行うため、新た

に専任の支援員、ステップルームティーチャーを配置するとと

もに、不登校などの悩みや不安を解消するため、小学校大規模校

へのスクールカウンセラーの配置時間を拡充します。 

       また、教育支援センター「ライトポート」においては、スクー

ルカウンセラーを１人増員するとともに、小学生への支援を専

門的に行うライトポート指導員を６人増員します。 

       さらに、教育センター相談機能の拡充として、家庭訪問カウン

セラーを２人増員するとともに、来所相談カウンセラーを新規

で配置します。 

       １４ページをお願いします。 

       小学校の水泳学習における民間スイミングスクール活用３，

５００万円ですが、児童の泳力向上、教員の負担軽減及び学校プ

ール施設の維持管理費削減などを目的として、民間スイミング

スクールで水泳学習を実施する対象校を２校増やし、１１校で

実施するとともに、インストラクターを学校に派遣して行う水

泳学習を２校で実施するものです。 

       １５ページをお願いします。 

       生涯学習部です。 

       まず、放課後子ども対策１１億７，１００万円ですが、小学生

に対し、放課後を安全・安心に過ごせる居場所と多様な体験や活

動の機会を提供するため、アフタースクール実施校を２４校か

ら３４校に拡大するとともに、令和６年度実施校１０校拡大に

向けた開設準備を行います。 

       また、アフタースクールの導入が当面困難な学校において、新

たに放課後子ども教室の運営を民間委託し、多様な体験・活動の

機会を確保します。令和５年度は、１校でモデル事業を実施しま

す。 

       あわせて、小学校におけるギガタブを活用した宿題や自主学

習に対応するため、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備します。 

       さらに、アフタースクールの導入までに一定以上の期間を要

する学校に対して、総合コーディネーターによる活動支援を実

施します。 

       次に、１７ページをお願いします。 

       博物館管理運営１億３，２００万円ですが、「２ 郷土博物館



 

管理運営」の（２）に記載のとおり郷土博物館の展示では、郷土

の歴史に関する調査研究、特に千葉氏に関する研究を深めるた

め、史料の調査や発掘調査を実施するとともに、千葉開府９００

年に向けて、展示リニューアルの設計を実施します。 

       最後に、図書館管理運営９億６，５００万円ですが、図書館レ

ファレンス機能の充実として、市民や企業などからの高度な情

報ニーズに対応するため、新たに法律や経済情報などのオンラ

インデータベースを導入します。 

       説明は以上です。よろしくお願いします。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

小 西 委 員 １３ページの稲毛国際中等教育学校の英語教育支援について

です。オンライン英会話導入ということが書かれているのです

が、これは初めて聞いたような気がします。どういったものなの

か教えていただけますか。 

伊藤教育改革推進課長 稲毛国際中等教育学校英語教育の支援に関しては、今回、新規

の事業で要望したものです。ご案内のとおり、稲毛国際中等教育

学校では学校像を「地域・世界・未来を切り拓くグローバル・リ

ーダーの育成」ということを掲げており、特色ある教育活動の一

つとして、特にコミュニケーション能力の育成を掲げております。 

       ついては、今回のオンライン英会話の導入なのですが、１人１

台端末とネットワークが整備されたことで、それを活用して個別

最適な英語学習を実現することで、生徒の英語スピーキング能力

を向上させて、新しく開校した中等教育学校の特色を図ることを

目的としております。 

       オンライン英会話の具体的な実施方法ですが、英語の授業の

中で実施します。生徒は、各自のギガタブを活用し、画面の向こ

う側の外国などに在住しているネイティブスピーカーと１対１

の対話を行い、そして、一人一人の到達度に応じた個別最適な対

話を進めることができると考えております。年間、生徒１人当た

り３０回、１回につき３０分程度の対話を予定しております。 

       来年度からの実施に向け、学校と連携しながら進めていきた

いと考えております。 

小 西 委 員 ありがとうございます。 

大 山 委 員 １２ページの学校防犯対策のところをまずはお尋ねします。 

防犯カメラシステムの設置場所ですが、正門や昇降口の入口な

どあると思うのですが、どの辺りにつけているのか教えてくださ



 

い。 

堀学校施設課長 防犯カメラですが、１つの学校あたり３台設置しております。

設置場所は、学校と担当が相談しながら決めているのですが、正

門、あるいは昇降口ともう一つの出入口というようなところを選

ぶ学校が多いと伺っております。 

大 山 委 員 １３ページの不登校対策、ステップルームティーチャー活用

とあるのですが、これは、教員免許を持っている方が対象なのか、

それとも教員免許がなくても採用するのかを教えてください。 

小田教育支援課長 必要な資格としては、小学校教員免許、もしくは中学校教員免

許としております。 

大 山 委 員 教員採用の倍率が下がっているので、こういうところを手厚

くしてあげたいと思いました。実際に募集があるのか少し気に

なり、免許が必要なのかと思い伺いました。ありがとうございま

す。 

磯野教育長 もし現状が分かれば、そのあたりも説明をお願いします。 

小田教育支援課長 ご心配ありがとうございます。 

       すでに応募期間は始まっているのですが、現状としては、思っ

た以上にご応募いただいている状況でして、優秀な方からも応募

いただいている状況です。 

大 山 委 員 ありがとうございました。 

高 津 委 員 今の質問と重なるところもあるのですが、学校防犯対策につ

いてです。今防犯カメラの未設置があと２割強だと思います。令

和２年度に千城台わかば小学校、昨年度に千城台みらい小学校

が開校し、統合により４校が２校になったのですが、既に４校に

設置してあれば２校分は不要ということで、未設置校に有効活

用できるのかどうか、あるいは、統合を見越して、初めから２校

にしかつけていなかったのか、そのあたりを教えていただけれ

ばと思います。 

堀学校施設課長 まず、統廃合が予定されている学校については、できるだけそ

の点を勘案しながら設置していきたいと考えております。 

       ただ、実際にできなかった場合もあるかと思うのですが、リー

ス会社からリース契約で借りているものなので、その学校で要ら

なくなれば、一旦リース期間を終わらせることとなります。 

高 津 委 員 分かりました。ありがとうございます。 

竹 田 委 員 稲毛国際中等教育学校のことで、教えていただきたいのです

が、ネイティブ講師を１人増やすと、今、合計何人になったので



 

すか。 

伊藤教育改革推進課長 令和４年度は、ネイティブ講師が５人配置されております。来

年度１人増員して、６人ということになります。 

竹 田 委 員 昨年の１２月に両市立高校の生徒たちとの意見交換会があっ

たのですが、みんなが英語力を重視しているというのはよく分

かりました。ちなみに、これは６年間でそのネイティブ講師は、

１年生から６年生まで全部通して配置するのですか。 

伊藤教育改革推進課長 今、中等教育学校は移行期間ではありますが、増員の効果とし

て、６年生まで、学年ごとに１人ずつ配置できることになります。

そのため、学校行事や学年行事にネイティブ講師が参加しやすく

なります。そうすると、ネイティブ講師の学年所属意識が芽生え、

生徒一人一人をより見られるということで、個々の生徒に応じた

英語の会話といったものがより盛んになるのではないかと期待

しています。 

竹 田 委 員 ちなみに、市立千葉高校の方は何人ぐらいですか。 

伊藤教育改革推進課長 市立千葉高校の方は確認します。 

磯野教育長 後で対応をお願いします。 

高 津 委 員 新規・拡充ではない部分ですが、地域クラブ活動推進というこ

とで、今年度は、たしか地域運動部活動推進ということだったと

思います。それに関連して、今度は文化芸術も含めて、これは同

じように継続とするのでしょうか。名前が「部活動」から「クラ

ブ」になったのですが、備考欄には何も書いていませんが、拡充

という考え方ではないのでしょうか。 

       それから、対象のスポーツ系が「５クラブ→１２クラブ」、こ

の「→」（矢印）はどういう意味なのかというのがもう一つ。 

       それから、新聞等によると、「指導者を確保することが大変厳

しい」ということが大きな課題としてあるとのことで、スポーツ

協会や少年団、地域総合クラブなどあるのですが、平日とリンク

させた場合に、また働き方改革などとの関係もありますが、部活

動を離れて、今部活の顧問の先生を、要するに兼業するような形

で、地域移行の指導者として雇用する、お願いをするということ

の考えはないのでしょうか。 

酒井保健体育課長 まず１点目の、来年度について拡充事業かという質問につい

てですが、当初、国の有識者会議の提言の中では、令和５年度か

ら７年度にかけて、部活動を全て地域に移行していくというこ

とで進んできたところですが、１２月末に国から正式な通知、ガ



 

イドラインが出た中で、「令和５年度については、地域部活動移

行というよりは、まず地域のクラブ活動の環境整備を進める」と

いうことで、具体的には、「実証事業を各市で行う」といった旨

が示されております。 

       本市においても、この後、実証事業について、国の方から募集

がありますので、こちらに参加していきたいと考えております。 

       ついては、これは拡充かどうかということで、今までのモデル

事業、昨年度と今年度のモデル事業から実証事業になるというこ

とで、事業として拡充という括りでは、今現在は考えておりませ

んが、今後は拡充していく方向になると考えております。 

       ２つ目のご質問ですが、対象として５クラブから１２クラブ

ということで、これは令和４年度地域５クラブで活動、モデル事

業を５クラブで行っております。令和５年度は、現在、計画をし

ているものとしては、１２クラブを地域で活動、１５クラブで活

動を進めてもらうということで考えております。 

       あと、この事業の課題として、指導者の確保ということがあり

ます。おっしゃるとおり、大変大きな課題と認識しております。

教職員の兼職・兼業については、つい先日、国の方から兼職・兼

業の仕組みについての文書が届いたので、その内容についてしっ

かり精査をしていきたいと考えております。 

       昨年の１２月に教職員の方に、地域移行に向けて休日の地域

クラブ活動に指導者として参画する考えがあるかどうか等につ

いて、調査を今行っているところですので、その調査結果を踏ま

えて、兼職・兼業の仕組みづくりをした上で、各学校の先生方に

も情報提供等をしていきたいと考えております。 

       以上です。 

高 津 委 員 ありがとうございました。 

磯野教育長 ほかにご質問ないようですので、議案第６号「令和５年度当初

予算について」を原案どおり可決したいと考えますが、いかがで

しょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決とします。 

 

議案第７号 千葉市児童生徒性暴力等防止対策検討委員会設置条例の制定に

ついて 

磯野教育長 議案第７号「千葉市児童生徒性暴力等防止対策検討委員会設



 

置条例の制定について」、教育職員課長、説明をお願いします。 

吉田教育職員課長 参考資料（２）の１ページをご覧ください。 

       まず初めに、「１ 制定の趣旨」です。 

       本市で発生した性暴力事件を受け設置した「子どもへの性暴

力防止対策検討会」から提言を受領し、性暴力根絶に向けた取組

みを進めて参りました。これらの取組みをより一層推進し、教職

員による児童生徒性暴力等を根絶するため、より実効性のある

対策について調査審議等を行う「千葉市児童生徒性暴力等防止

対策検討委員会」を設置するよう市長に申出をすることについ

て、千葉市教育委員会組織規則第８条第６号の規定に基づき、議

決を求めるものです。 

       次に、「２ 条例の概要」についてご覧ください。 

       主な所掌事務としては、教育委員会の諮問に応じ、児童生徒性

暴力等の未然防止や早期発見、児童生徒性暴力等への対処のた

めの必要な措置について審議を行い、その結果を教育委員会に

答申すること、児童生徒への性暴力があった際に必要な調査を

行い、再発防止策について提言を教育委員会に行うことになり

ます。 

       委員は５人以内とし、委員の選任は学識経験者その他教育委

員会が適当と認める者のうちから教育委員会が任命します。 

       現在、委員としては、大学教授、弁護士、精神科医、心理士等、

５人を選定することとしています。学問的な知見に加え、法的な

知見、医学的な知見、心理的な知見、そして学校教育や被害者支

援等に精通した者を選定することとしております。 

       任期は２年以内とし、再任可とします。 

       次に、「３ 施行期日」についてですが、令和５年４月１日と

します。 

       次に、「４ 設置根拠」についてですが、附属機関について規

定した地方自治法第１３８条の４第３項です。 

       以上です。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

小 西 委 員 まず、提言書を受けて、このように一歩一歩着実に体制づくり

を進めていただいたことに感謝を申し上げたいと思います。あ

りがとうございます。 

       質問なのですが、委員の５人というのは、もう決まっているの

でしょうか。もし決まっていたら、どういった属性の方を選んで



 

いるのかというのを教えていただければと思います。 

吉田教育職員課長 現在、前回子どもへの性暴力防止対策検討会に参加された方

に打診している状況です。数人は意向を確認できているのです

が、まだ心理士の先生と連絡が取れていないので、打診させてい

ただいた上で、今後、また新たな選任をしていこうと考えており

ます。 

小 西 委 員 もう一つ、条例ではないのですが、危機対応チームのことです。

危機対応チームが扱う事案というのは、いじめと違って現在進

行中の刑事事件手続が絡んでくる可能性が高いと思われますの

で、運用の面で、誰から聴取するか、どういった形で聴取するか

など、非常に慎重にやらなければならないと思っているところ

です。実際の運用手順などについて、関係機関との協議は進んで

いるのでしょうか。 

吉田教育職員課長 現在、運用状況等については、弁護士会の方と話合いを進めて

いるところで、今、運用の規定を詰めているところです。 

       また、毎年４月に子どもへの聞取りを実際に実施する児童相

談所、警察、併せて危機対応チームのメンバー等と関係者を集め

て、きちんと連絡協議会を開かせていただいて、運用についてし

っかり確認した上でスタートするという方向で、現在調整中です。 

小 西 委 員 ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。 

磯野教育長 ほかにご質問ないようですので、議案第７号「千葉市児童生徒

性暴力等防止対策検討委員会設置条例の制定について」を原案ど

おり可決したいと考えますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決とします。 

 

議案第８号 千葉市公民館設置管理条例の一部改正について 

磯野教育長 議案第８号「千葉市公民館設置管理条例の一部改正について」、

生涯学習振興課長、説明をお願いします。 

内海生涯学習振興課長 議案第８号「千葉市公民館設置管理条例の一部改正について」、

ご説明します。 

       議案書（２）の２３ページ、参考資料（２）の３ページをお願

いします。説明については、参考資料で行わせていただきます。 

       初めに、「１ 改正の趣旨」ですが、施設の長寿命化、利便性

の向上を図るため、こてはし台公民館を花見川図書館へ移転さ

せ、複合化する改修工事が完了することから、供用を開始するた



 

め、千葉市公民館設置管理条例の一部改正を行うものです。 

       次に、「２ 改正の概要」ですが、別表第１のこてはし台公民

館の位置、「千葉市花見川区横戸町８６１番地４」を花見川図書

館の位置と同じ「千葉市花見川区こてはし台５丁目９番７号」に

改めるものです。 

       次に、「３ 施行期日」については、令和５年４月２１日です。 

       続いて、「４ 参考」をご覧ください。 

       「（１）改築の概要」ですが、こてはし台公民館は、改修後の

花見川図書館の２階部分に移ります。同時期に移転するこては

し台連絡所と合わせた３施設で供用することとなります。 

       施設構造は、鉄筋コンクリート造２階建て、施設規模は、延べ

床面積が１，２６４平方メートル、このうち２階に入る公民館と

連絡所の面積は５１４平方メートルです。 

       最後に、「（２）スケジュール」についてですが、現在は改修

工事を行っており、３月中には完了の予定です。移転に係る準備

及び作業のため、４月１５日から現在の施設における供用を停

止し、４月２１日から新たな施設での再開となります。 

       説明は以上です。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

大 山 委 員 ご説明ありがとうございます。 

       移転した後ですが、こてはし台公民館の跡地は何になるか決

まっているのでしょうか。 

内海生涯学習振興課長 こてはし台公民館の跡地の活用については、まだ決まってお

りません。ただ、建物自体は老朽化していますので除却します。 

       以上です。 

磯野教育長 ほかにご質問ないようですので、議案第８号「千葉市公民館設

置管理条例の一部改正について」を原案どおり可決したいと考え

ますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決とします。 

 

議案第９号 千葉市立博物館設置条例の一部改正について 

磯野教育長 議案第９号「千葉市立博物館設置条例の一部改正について」、

文化財課長、説明をお願いします。 

佐久間文化財課長 議案第９号「千葉市立博物館設置条例の一部改正について」、

ご説明します。 



 

       議案書（２）の２５ページをお願いします。 

       本議案は、博物館法の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、

条例の一部を改正するよう市長に申し出ることについて、千葉

市教育委員会組織規則第８条第６号の規定により、議決を求め

るものです。 

       具体的なご説明は、参考資料（２）の５ページを用いてご説明

させていただきます。 

       「１ 改正の趣旨」ですが、博物館の設置主体の多様化と適正

な運営の確保を目的として、令和５年４月１日から改正博物館

法が施行されることに伴い、規定の整備を図るため、条例の一部

を改正しようとするものです。 

       「２ 改正の概要」ですが、１点目として、今回の博物館法改

正で、実体的な効力が失われていた条文が整理され、公立博物館

の設置について条例で定めることを規定していた博物館法第１

８条が削除になりました。 

       条例第１条で、博物館法第１８条の規定に基づき博物館の設

置に関して必要な事項を定めることを規定しておりましたが、

公の施設の設置と管理については、地方自治法第２４４条の２

に基づき条例で定めることが規定されており、支障は生じない

ことから、今回の法改正に合わせて該当部分を削除します。 

       ２点目として、法改正に伴い、引用している博物館法の条項ず

れが生じるため、その整理を行います。 

       「３ 施行期日」については、令和５年４月１日です。 

       説明は以上です。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

       ご質問ないようですので、議案第９号「千葉市立博物館設置条

例の一部改正について」を原案どおり可決したいと考えますが、

いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決とします。 

 

９ その他 

(1) 令和５年第１回臨時会は、事務局において日程を調整の上、開催日を決定する

こととした。 

(2) 令和５年第３回定例会は、令和５年３月１５日（水）に開催することと決定し

た。 



 

10 閉会 

  磯野教育長より閉会を宣言 


